
医療措置協定の締結の流れ、平時の対応
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協議依頼

STEP①

●合意する場合
　⇒締結内容を記入
●合意しない場合
　⇒理由を記入

確認書・協定書
の原稿を送付

（メール）

　協定締結

　第二種協定指定医療
　機関の指定

STEP③

記入した確認書・
協定書を送付

（メール）

協定書の受領
指定書の受領

保管

STEP④

協定書・指定書
を送付

（メール）

• 協定の有効期間は、締結日から令和９年３月31日まで（予定）　※申し出が無い場合、同一条件により３年間更新（以降も同様）

• 医療機関の事情等の変更があれば、随時、協定の変更及び協定の解除の申し出は可能

３月中旬

 協定締結医療機関は、
 県ＨＰ等で公表
　　 （公表内容は検討中）

すべての行程を、原則、電子メールでやりとり　（署名/押印は不要）

＜平時（年１回）＞

協定の措置に係る運営の状
況等を報告

＜感染症発生・まん延時＞

随時、協定の措置の実施状況
等を報告

平時の対応（詳細は今後通知）

併せて、協定締結の　
解説資料をホーム

ページに掲載

STEP②

内容の確認/
調整、合意

報告受領


